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1. 業務概要 

1.1 業務目的及び概要 

令和８年度「おかやまＳＤＧｓ・ＥＳＤなび」企画・コンテンツ作成業務委託（以下

「本業務」という。）は，行政・民間に関係なく岡山のすべてのＥＳＤ・ＳＤＧｓ及び環

境先進都市に関する情報を市民が簡単・便利に継続的に入手できるようにするとともに，

ＥＳＤ活動の活発なネットワークづくりをはじめ，多様なＥＳＤ・ＳＤＧｓ情報を集約

するなど，活動へ参加しやすい環境を整え，より多くの市民参画を促し，ＥＳＤ活動の

輪をより一層広げていくことを目的とする。 

本業務は，「おかやまＳＤＧｓ・ＥＳＤなび」（以下「本サイト」という。）の企画とコ

ンテンツ作成をするものである。 

受託者は，サイト利用者やＥＳＤ活動を行う人々など市民の視点に立ち，市民との協

働により，受託者自らが積極的・自主的に，本サイトを広く周知・広報するとともに，

民間からの情報投稿を促進し，サイト関係者及びサイト協力者との関係維持・強化を行

い，ＥＳＤ・ＳＤＧｓ及び環境先進都市に関する様々な情報を広く収集・調査し，受託

者の知見・ノウハウや新たな発想を生かして掲載コンテンツを作成する。また，その効

果を確認し，業務の向上・改善を行っていく。 

2. 本業務の基本事項 

2.1 適用範囲 

本仕様書は，委託者が，受託者に委託する本業務に適用する。 

2.2 業務期間 

契約日から令和９年３月３１日まで 

2.3 業務担当課等 

本業務の委託者の担当課は，岡山市市民協働局市民協働部ＳＤＧｓ・ＥＳＤ推進課と

する。 

所在地：岡山市北区大供一丁目１番１号 

電 話：０８６－８０３－１３５４ 

e-mail:esd@city.okayama.jp 

2.4 協議 

(1) 本業務を適正かつ円滑に実施するため，受託者は各々の業務について委託者と常に

密接な連絡に努め，本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は，委託者と

受託者で協議のうえ委託者の指示に従い，業務を遂行すること。 
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(2) 委託者において必要と認めたときは，作業の変更又は中止をさせることがある。こ

の場合の変更について，委託契約書に明記されていない場合は両者の協議により定

めるものとする。なお，変更により必要となる工期は別に定めるものとする。 

(3) 委託者は，作業責任者主任技術者及びその他の従事者（業務の一部を委任された者，

業務の一部を下請けする者を含む。）について，業務の履行又は管理に関して著しく

不適当と認められる者があるときは，受託者に対して，その理由を明示して，必要

な措置をとることを請求することができるものとする。 

2.5 法令・条例等の適用 

受託者は，業務の実施にあたり，関係する法令・条例等はこれを遵守しなければなら

ない。 

(1) 岡山市契約規則（平成元年市規則第６３号） 

(2) 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

(3) その他の関係法令 

2.6 品質管理・保証等 

受託者は，本業務を遂行するにあたり，適切な品質管理の実施を行うとともに，必要

な企画立案能力，技術的能力の向上に努めなければならない。 

2.7 秘密の保持 

(1) 受託者は，業務上知り得た秘密・個人情報を本業務以外の目的に使用し，又は第三

者に漏らしてはならない。 

(2) 受託者は，業務の遂行にあたっては，「個人情報の保護に関する法律」及び「岡山

市情報セキュリティポリシー」を遵守し，取得した個人情報は，その取扱いに最

大限の注意を払うこと。 

(3) 受託者は受託情報を保護するため，委託者と「個人情報の保護に関する法律」に基

づく「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結しなければならな

い。 

(4) 受託者は，本業務において「岡山市情報セキュリティポリシー」における機密性３

の情報資産※を取り扱う全ての従事者（再委託先等も含む）の所属，氏名，作業

内容，取り扱う情報資産を書面で委託者に報告すること。また，システム障害発

生時その他の場合において当初報告していない者が業務に従事する必要を生じた

とき，又は報告した従事者が従事しなくなったときは，改めて報告をすること。 

※「機密性３の情報資産」とは，個人情報の保護に関する法律例第２条第１号に規定す

る個人情報，法令又は条例の定めにより守秘義務を課せられている行政情報（前述

の個人情報を除く），法人その他の団体に関する行政情報で漏えいすることにより当

該団体の利益を害するおそれのあるもの，漏えいした場合，行政に対する信頼を著

しく失墜するおそれのある行政情報，情報システムに係るパスワード及びシステム
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設定情報のこと。 

2.8 セキュリティ対策 

(1) 受託者は，本業務で取り扱う情報を電子データとして送受信する場合は，必要に応じて，

通信の暗号化，データの暗号化，ID・パスワード設定等の情報流出対策を適切に講ずるこ

と。 

(2) 受託者は，本業務で取り扱う情報について，適切に保管・管理を行うこと。また，電子デー

タについては定期的にバックアップを実施し，消失等することがないようにすること。 

(3) 受託者は，本業務の終了後，委託者へ返却するものを除き，本業務で取り扱うすべての情

報について，その形式・媒体を問わず，適切に廃棄等すること。電子データについては，

データ消去ソフト等を用いて復元不可能な形で消去すること。 

(4) 受託者が適切な対応を怠り，委託者又は第三者が損害を受けた場合は，すべて受託者の

責任と負担により，信頼回復，原状回復及びその他賠償等について対応すること。 

(5) 受託者は従業員に対する情報セキュリティ教育を実施すること。 

(6) 本業務の実施にあたり，委託者が情報セキュリティに関する立入り調査等を実施する場合，

受託者は当該調査等を受け入れること。 

(7) 情報セキュリティ保持のため，再委託は原則不可とするが，委託者の承認があれば，その

限りではない。 

2.9 契約時に提出する書類 

受託者は，本業務を実施するにあたり以下の書類を作成し，委託者の承諾を得なけれ

ばならない。 

(1) 委託業務着手届 

(2) 委託作業表 

(3) 作業責任者及び主任技術者届出書 

(4) 主任技術者調書 

(5) 委託業務一部再委託通知書（本業務の一部を再委託する場合に限る。） 

2.10 主任技術者等 

本業務を遂行する主任技術者等は，以下に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

(1) 本業務は，岡山市域のＥＳＤ・ＳＤＧｓ活動に関する情報及び先進的な環境施策の

実施内容等を切り口とした岡山の魅力を発信するものであることから，作業責任者

又は主任技術者は，地域の事情に明るく，岡山市のＥＳＤ・ＳＤＧｓ・環境施策及

び岡山の魅力発信に関する適切な知見を有すること。 

(2) 主任技術者は，令和２年４月１日以降に，ＥＳＤ・ＳＤＧｓ活動に関する情報及び

先進的な環境施策の実施内容等に関する記事作成を含む業務に従事し、完成・引き

渡し，完了した実績を有すること。 

2.11 損害の賠償 
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本業務の遂行中に受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者から

損害を受けた場合は，直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し，すべて受

託者の責任において処理解決するものとし，委託者は一切の責任を負わない。 

2.12 貸与資料 

(1) 受託者が本業務を実施するうえで必要となる資料のうち委託者が提供することが可

能な資料は，委託者が受託者に貸与するものとする。また，貸与は作業責任者又は

主任技術者が受けるものとする。 

(2) 貸与された資料は，その重要性を認識し，取扱い及び保管を慎重に行うこと。また，

本業務において貸与した関係書類は，作業終了後若しくは契約を解除された場合又

は本業務履行上不要になった場合は，委託者に返還しなければならない。また，貸

与資料の複製物は適切に廃棄するなど，委託者の指示に従った処置を行うこと。 

2.13 プロジェクト管理 

受託者は，委託者の視点に立って，本業務が効率的かつ適正に実施されるように，ま

た，本業務の目的や委託者の要求するサービス水準を達成できるように，すべての工程

におけるプロジェクト管理（各作業の進捗状況の把握，委託者が見落としがちな要件の

指摘，品質レビューの実施，課題・問題点の早期発見と解決策の検討・実施，委託者へ

の迅速な状況報告等）を徹底すること。 

プロジェクト管理を行う者は，十分なコミュニケーション能力を持つのみならず適切

な課題解決策，方法論等を提案でき，実績や知見，新たな発想等に基づいて，円滑・確

実にプロジェクト推進できる能力を有すること。また，プロジェクトの要員の作業分担

と作業量を適切に把握・管理し，計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生した場合

は，早急に原因を調査し，要員の追加や担当者の変更等，体制の見直しを含むリカバリ

プランを提示し，委託者の承認を得たうえで，これを実施すること。 

2.14 作業経過の報告 

本業務の実施期間中において，受託者は委託者と緊密な連絡に努め作業を遂行しなけ

ればならない。また，委託者は必要に応じて本業務の実施状況を調査し，又は報告を求

めることができることとする。なお，打合せで決定し，又は委託者が指示した事項等に

ついて，受託者は定期的に，その進捗を報告すること。 

2.15 第三者の権利・利益の対象となるものの利用等 

(1) 本業務を実施するにあたり，第三者ソフトの利用が必要となる場合は，受託者の負

担により委託者と当該第三者との間でライセンス契約の締結等，必要な措置を講ず

るものとする。 
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受託者は，著作権，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき

保護される第三者の権利・利益及び肖像権，パブリシティ権その他法的保護に値すると

されている第三者の権利・利益の対象となっている素材・材料，履行方法等を使用する

ときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

2.16 成果品の利用について 

(1) 委託者（委託者から正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継し

た者を含む。）は，本業務で作成されたウェブサイト及び個別のコンテンツを，期間

の制限なく無償で，インターネット，印刷物，ＤＶＤ，講演・講習，放送番組等の

あらゆる媒体，手段・方法により，公表（公開，配布，放送等）することができる

こととする。 

(2) 委託者（委託者から正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継し

た者を含む。）は，本業務で作成されたウェブサイト及び個別のコンテンツを，本業

務・本事業の目的若しくは運営上の必要又は本市の業務の必要により，内容を著し

く損なわない範囲でその一部を削除，編集又は表現方法等を変更するなど自由に編

集・加工して使用，保存及び公表（公開，配布，放送等）することができることと

する。 

2.17 その他 

(1) 作業上必要な会議は適宜行うことができることとする。受託者は会議終了後，速や

かにその打合せ記録を作成・提出し，委託者の承認を得ること。 

(2) 受託者は，作業の工程において確認事項がある場合，書面により委託者に提出し確

認を行うことができることとする。 

(3) 受託者は，本業務中に事故があった場合は，所要の処置を講ずるとともに事故発生

の原因及び経過，事故による被害の内容等について，直ちに委託者に報告すること。

なお，事故内容によっては，外部機関への報告及び公表の対象となる場合がある。 

(4) 本業務は，ＩＣＴ（情報通信技術）を利活用した情報発信・情報共有及び市民協働

を推進するための重要な業務である。 

(5) 受託者は，本業務が委託者からの委託を受けた業務であることを認識し，委託者の

信頼を失墜させることのないよう本業務を実施すること。 

(6) 作業責任者及び主任技術者は，委託者からの変更要望又は委託者の承認がない限り，

変更できないこととする。 

(7) 受託者は，委託者が情報セキュリティに関連する調査，監査等に対応する場合には

可能な限り協力を行うこと。 

3. 業務内容 

3.1 定義 
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本仕様書で使用する語句を以下のとおり定義する。 

(1) 市ＳＤＧｓ・ＥＳＤ関係部署 

委託者は以下の部署を想定する。 

     危機管理室 

［市民協働局］市民協働企画総務課，国際課，人権推進課，女性が輝くまちづく

り推進課，生活安全課消費生活センター 

         ［保健福祉局］健康づくり課 

     ［岡山っ子育成局］地域子育て支援課 

［環境局］環境企画総務課，環境保全課，ゼロカーボン推進課，産業廃棄物対策

課，環境事業課，環境施設課，東部リサイクルプラザ 

［産業観光局］農林水産課，産業振興課，創業支援・雇用推進課，観光振興課，

プロモーション・ＭＩＣＥ推進課 

       ［都市整備局］庭園都市推進課，交通政策課 

     ［教育委員会］学校指導課，生涯学習課，オリエント美術館 

(2) 市個別サイト担当課 

本業務の主管課である岡山市市民協働局市民協働部ＳＤＧｓ・ＥＳＤ推進課のほ

か，各テーマ（分野）別サイトの主管課（岡山市各業務担当課）のこと。 

(3) サイト運営事業者 

本業務の受託者のほか，市個別サイト担当課との契約に基づき各テーマ（分野）

別サイトの運営を行う事業者等のこと。 

(4) 画像 

ウェブサイトに掲載可能なＰＮＧ，ＪＰＥＧ，ＧＩＦ等の形式による写真・イラ

スト等のデータファイル又はウェブサイトに掲載可能な形式のデータファイルに変

換できるデータファイルのこと。 

(5) コンテンツ 

複数の情報（文書，映像・画像，音楽，レイアウト・デザイン等）で構成された，

サイト掲載のための記事や画像等のこと。 

(6) ＥＳＤ 

Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教育）の略。 

(7) 岡山ＥＳＤ推進協議会 

岡山ＥＳＤプロジェクトの推進団体。委託者のほか，ＥＳＤに関連する教育機関・

市民団体・事業者・メディア・行政の関係者から構成されている。 

(8) 岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体 

ＥＳＤ活動に取り組む組織で，岡山ＥＳＤ推進協議会から岡山 ESD プロジェクト

参加団体として認められている学校（ユネスコスクール），公民館，大学，企業，Ｎ

ＰＯ，ボランティア等の団体・グループ。２０２６年１月現在４１０団体。 
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(9)ＳＤＧｓ 

    Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。 

3.2 前提条件 

受託者は，本業務を遂行するにあたり，委託者の指示に従うとともに，委託者と緊密

に連絡・調整等を行い，本業務及び事業全体の運営に支障をきたすことがないようにす

ること。 

本業務の前提条件は，以下のとおりとする。 

(1) 受託者は，本業務の実施にあたっては，「1.1 業務目的及び概要」に従い，本サイト

が，今後も市民のニーズを満たした満足度の高いサイトになるよう誠実に業務を遂

行すること。 

(2) 業務に関連するサイトは以下のとおり。 

「おかやまＳＤＧｓ・ＥＳＤなび」 

https://www.city.okayama.jp/sdgs-esd/index.html 

「岡山ＥＳＤプロジェクト」 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-9-9-2-2-0-0-0-0-0.html 

「岡山市公式ウェブサイト」  http://www.city.okayama.jp/ 

なお，本市では，各テーマ(分野)別にサイトを公開しており，現在本サイトのほか

「観光」「子育て」「市民協働」「スポーツ・文化・生涯学習」「環境」が開設済みで

ある。 

(3) 作成するコンテンツは，本サイトの目的・趣旨等を意識し，それに沿った内容，表

現，構成等とすること。 

(4) 特に指定がない場合は，１ページの記事等の分量は，１，２００文字程度，画像数

３枚程度を標準的な分量とする。 

(5) 岡山ＥＳＤ推進協議会では，フェイスブックを利用したソーシャルメディアによる

情報発信を行っている。フェイスブックのＵＲＬは，以下のとおりである。 

・ フェイスブック https://www.facebook.com/okayamaesd 

(6) 会議の開催等 

本業務の実施にあたり，本業務を適正かつ円滑に実施するため，以下の会議を開

催する。なお，各会議の詳細は，別添１：「仕様明細書」の「Ⅰ．サイト企画・運営管

理業務 １．会議の開催等」のとおりとする。 

①業務開始時会議   業務開始時１回開催 

②企画・コンテンツ作成会議（定例会議） 隔月１回開催 

③企画・コンテンツ作成会議（臨時会議） 必要に応じ随時開催 

(7) 岡山市地図情報 

岡山市がインターネット上で公開している地図情報。指定のジャンルの登録施設

一覧画面及びマップ上に特定の登録施設を表示させた画面へのリンク設定が可能で
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ある。パソコン，スマートフォン，携帯電話に対応している。 

コンテンツ内で施設等を掲載した場合には，その所在地を表示し，「岡山市地図情

報」（該当ポイントを表示した状態）へのリンクを設定すること。 

 ＜参考＞ 

・ 岡山市地図情報（概要説明） 

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000020377.html 

・ 岡山市地図情報のＵＲＬ（表示マップ「岡山市公共施設情報」で，岡山市役所を

表示させて開く場合の表示例） 

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=b

bae6599-2838-4d16-8410-c0ed616e66ce&mid=1068  

(8) ＥＳＤカフェ（参加無料・年６回・２時間程度） 

受託者は，岡山ＥＳＤ推進協議会の主催により開催されているＥＳＤカフェ（様々

な立場の参加者による対話の場）に積極的に参加者として出席し，市民の意見や考

えなどＥＳＤに関する生の情報を入手し，サイト作成に生かすこと。 

3.3 業務実施計画書 

受託者は，本業務の効率的かつ円滑な遂行のため，契約締結後速やかに業務実施計画

書を作成し，業務開始時会議で説明するとともに，会議での確認・協議内容を含めて修

正し，委託者の承認を得て提出すること。 

なお，計画書の作成にあたっては，以下の項目について必ず記載し，本業務が高品質

で確実に実施できるように計画を立てること。また，岡山市市民協働局市民協働部ＳＤ

Ｇｓ・ＥＳＤ推進課，市ＳＤＧｓ・ＥＳＤ関係部署等と調整が必要な事項については，

事前協議を行ったうえで作成すること。 

(1) 業務実施方針 

①業務の実施にあたり受託者がどのように業務を進めるか，業務の実施方針を記載

すること。なお，本業務の内容及び個人情報の取扱いを含めて記載すること。 

②業務全般について，本事業・本業務の目的・目標を達成するために，委託者が見

落としがちな要件や本業務を実施するうえでの課題・問題点の指摘，また受託者

の実績や知見，新たな発想等に基づいたアイデア等を提示すること。 

(2) 実施体制 

本業務を自ら確実に実施できる体制・要員が確保できていることが分かるように， 

本業務に従事する者の①氏名，②所属，③職位，④これまでの主な業務実績，⑤本

業務における役割（作業責任者（プロジェクトリーダー），主任技術者（プロジェク

トマネージャー），情報収集担当者，ライター，連絡担当者等の区分を記載すること。），

⑥本業務における担当業務（「○○業務」など，おおよその担当が分かるように記載

すること。），⑦専任・兼任区分，⑧稼働率（各人の全業務時間に対し，本業務を実

施する時間の割合。），⑨緊急連絡先等を記載すること。再委託する場合は，会社名，

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000020377.html
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業務内容等を，併せて記載すること。 

また，万が一，体制補強が必要になった場合に，どのように対応するか記載する

こと。 

(3) スケジュール・業務内容 

業務期間内のすべてのスケジュールを，業務（別添１：「仕様明細書」の小項目）ご

とに，色，図，凡例等を使用して，週単位で作成し，記載すること。 

それぞれの業務で実施する作業内容と時期，役割分担及び進捗管理上のポイント

を記述すること。委託者と受託者との会議日程，報告書等の提出期限等，進捗管理

上，必要となるスケジュールも必ず入れること。定型的な業務については，業務フ

ローを作成し記載すること。 

また，万が一，スケジュールが遅延した場合，単に作業責任者（プロジェクトリ

ーダー），主任技術者（プロジェクトマネージャー）の問題とせず，会社としてどの

ように対応するか提示すること。 

なお，詳細なスケジュール（日単位）を別途，隔月開催する企画・コンテンツ作

成会議（定例会議）で，実施する業務ごとに２カ月程度先まで提示すること。 

3.4 業務概要 

受託者は，本仕様書，受託者が作成し委託者の承諾を得た計画・スケジュールにより，

積極的かつ自立的に実施すること。各業務の詳細については，別添１：「仕様明細書」のと

おりとする。 

 

【本事業における定義】 

○「企画」とは，次の（a）～(d)のすべてを実施することをいう。 

(a)委託者から，事業目的の達成のための意向・ニーズ等を聴取し，十分に理解するこ

と。 

(b)ウェブサイトで採り上げるテーマ（分野）に関する世の中の動向などを調査し，把

握すること。 

(c)(a)，(b)を踏まえたうえで，求められている知見・ノウハウを生かして，目的，目

標，実現手法，内容等を検討すること。 

(d)事業の目的の達成のために最適であり，かつ，委託者が求める要求水準を満足させ

るウェブサイトを実現するための提案を行うこと。 

○「ウェブサイトの企画・コンテンツ作成」とは，「企画」に基づき，ウェブサイトの質

の向上及びコンテンツの作成を一体的かつ継続的（概ね１年間を通して実施したもの

に限る。）に実施し，サイト利用者等が正常に利用できるようにすることをいう。 
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3.5 情報の収集等 

本業務の実施にあたり，下記の点に注意しつつ，岡山市のＥＳＤ・ＳＤＧｓ・環境施

策及び岡山の魅力発信に関する適切な知見等を生かして，効率的・効果的に情報の収集

等を行うこと。 

(1) 情報収集先に関する注意事項 

・ 更新コンテンツについては，別添２：「情報収集イメージ」により，情報収集先から

情報収集・課題収集を行うこと。 

・ 受託者は，既に確保している情報収集先以外にも，有益なＥＳＤやＳＤＧｓ活

動に関する情報及び先進的な環境施策等の情報が収集できる情報収集先を探す

ものとする。 

・ 受託者は，有益なＥＳＤやＳＤＧｓ活動に関する情報及び先進的な環境施策等

の情報が収集できる見込みがある場合は，委託者の承認を得たうえで，本業務

の情報収集先として追加するものとする。 

・ 受託者は，企画・運営会議等で，より効率的・効果的な情報収集・課題収集の

手段・方法について提案すること。 

(2) 情報収集の実施に関する注意事項 

・ 受託者は，別添２：「情報収集イメージ」中の情報収集先に対して，ＥＳＤやＳＤＧ

ｓ活動に関する情報及び先進的な環境施策等の情報収集・課題収集を積極的に

行うこと。 

・ 受託者は，情報収集先の心情に配慮するとともに，過度の負担をかけないよう

にすること。特に，訪問する場合には，目的，日時，場所，方法等について十

分に調整を行うこと。また，肖像権については特に注意すること。 

・ 受託者は，事前に本業務に関連する資料等を準備し，必要な説明を行うこと。 

・ 受託者は，業務の円滑な推進に必要な場合，本業務が委託者から受託している

業務であることを示すことができる。 

・ 情報収集先への訪問時に委託者の同行が必要と委託者が判断した場合は，委託

者は受託者に同行するものとする。 

・ 受託者は，委託者から受託した業務以外の受託者自身の業務又は他者からの受

託業務と兼ねて，本業務の情報収集・課題収集を行ってはならない。ただし，

イベント情報は除くものとする。 

・ 新規コンテンツの作成にあたっての情報収集は，本業務のために新たに行うこ

ととし，委託者が特に認める場合を除き，単に文献調査や過去の情報収集結果

等のみをもって情報収集としてはならない。 

・ 受託者は，情報収集先等との間で何らかの問題が発生した場合又は発生が予見

される場合は，直ちに委託者にその状況を報告すること。 

(3) 情報収集先への著作権等の説明・承諾 
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・ 受託者は，取材先に対し以下について説明し，あらかじめ書面等により承諾を

得ておくこと。 

○取材内容は，ウェブサイトに掲載され，インターネットに公開されること。 

○作業の結果，取材内容が掲載されない場合があること。 

○作成されたコンテンツの著作権，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その

他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権，パブリシ

ティ権その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益は，その内容

が取材先から提供された情報に基づくものであっても，委託者に帰属すること。 

○委託者（委託者から正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を

承継した者を含む。）は，本業務で作成されたコンテンツを，期間の制限なく無

償で，インターネット，印刷物，ＤＶＤ，講演・講習，放送番組等のあらゆる

媒体，手段・方法により，公表（公開，配布，放送等）することができること。 

○委託者（委託者から正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を

承継した者を含む。）は，本業務で作成されたコンテンツを，本業務・本事業の

目的若しくは運営上の必要又は本市の業務の必要により，内容を著しく損なわ

ない範囲でその一部を削除，編集又は表現方法等を変更するなど自由に編集・

加工して使用，保存及び公表（公開，配布，放送等）することができること。 

(4) 取材結果の報告 

・ 受託者は，取材等の情報収集を行った場合は，すべての実施状況について，企

画・コンテンツ作成会議等で報告できるように適切に記録・管理すること。な

お，取材結果はサイトへの公開の有無にかかわらず，報告すること。 

・ 「取材結果報告書」（報告書#3）には，「取材先，取材日時，取材概要，取材先

の了承事項及びその他報告すべき事項」を必ず記載すること。 

・ 委託者は提出された報告書を確認し不明な点・不備等があれば，受託者に報告

書の修正，再提出及び補足資料の提出を指示することができる。この場合，受

託者は委託者の指示に従い，速やかに報告書等を再度提出しなければならない。 

3.6 コンテンツの作成 

受託者は，以下のとおりコンテンツを作成すること。 

(1) コンテンツの作成 

(a) コンテンツの作成全般にわたる注意事項 

・本業務の目的・目標を前提に全体的視点に立って，情報収集等で得た情報や受託者

の知見・新たな発想等を十分に生かすこと。 

・委託者及び情報収集先の意図を聞き出し，事業目的の達成のための意向・ニーズ等

を聴取したうえで，十分に理解し，内容等に齟齬が生じないようにすること。 

なお，受託者が委託者の意図を聞き出すことができておらず内容等に齟齬が生じた

場合には，受託者の責任・費用により，委託者の意図するコンテンツの作成を行う
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こと。 

・本サイトの利用者はもとより，委託者や情報収集先にとっても，見やすく・分かり

やすく・親しみがあり，かつ，楽しさ・賑わい・わくわく感があるコンテンツの作

成を行うこと。 

・本サイトでは，特に，タイムリー・わがこと・珍しさ・美しさを意識してコンテン

ツの作成を行うこと。 

・情報収集先から得たものを単に編集するだけでなく，本サイトのイメージにあった

親しみのある，文書，画像，映像，音楽等を積極的に作成すること。 

・岡山市市民協働局市民協働部ＳＤＧｓ・ＥＳＤ推進課及び情報収集先と十分に連携

して，コンテンツ（岡山市以外の情報収集先から得た情報に基づいて作成したもの

も含む。）の作成を行うこと。 

・作成するコンテンツは，受託者において必ず複数人によるチェックを行うこと。 

（b）権利関係の処理等 

・コンテンツの内容について，著作権，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他

日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権，パブリシティ権

その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益の適切な処理を行うこと。 

（c）新規コンテンツの品質・分量等 

・本事業で実施する「新規コンテンツの追加」とは，受託者がコンテンツの企画，取

材，作成（設計，作文，作図のすべてを含む。）の作業を行い，次のコンテンツと同

等の品質のコンテンツを作成することとし，１本あたりの分量は，「3.2前提条件（4）」

に示す標準的な分量の１．５ページ程度を想定している。なお，企画，内容及び取

材条件等の違いにより受託者の作業が軽減される場合には，その度合いに応じて本

数を調整することがある。 

○ＥＳＤフォーラム/ＥＳＤ岡山アワード２０１９概要（分量２ページ） 

https://www.city.okayama.jp/sdgs-esd/0000041054.html 

○公民館（西大寺公民館）（分量１．５ページ） 

 https://www.city.okayama.jp/sdgs-esd/0000038490.html 

（d）その他 

・これまでに作成した画像データ（サイト等に未掲載のものを含む。）も，編集・加

工して本業務に使用することができる。 

・コンテンツに映像・音楽を使用する場合は，委託者と別途協議・調整すること。 

・画像データは委託者が扱うことのできるＪＰＥＧ，ＧＩＦ，ＰＮＧのいずれかの

形式で委託者に提出すること。 

・コンテンツ内で施設等を掲載した場合には，その所在地を表示し，「岡山市地図情

報」（該当ポイントを表示した状態）へのリンクを設定すること。 

(2) コンテンツの承認 
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・受託者は，コンテンツの内容等について誤り等がないか，情報提供者又は情報収

集先に確認すること。  

・受託者は，原則として，公開予定日の５開庁日前までに委託者に内容確認の依頼

を行い，承認を得ること。 

・本事業・本業務の目的，企画意図に合わない等の理由により，委託者から修正指

示があった場合は，速やかに指示に従い対応すること。 

(3) コンテンツの確認 

・受託者は，委託者から承認を得たコンテンツに誤り等がないか，適正に公開でき

るかを確認すること。 

3.7 その他 

(1) 受託者は，本サイトのさらなる周知・広報に，受託者が可能な範囲で協力するもの

とする（例えば，自社のウェブサイトやツイッター，フェイスブックでの紹介，社

内周知など。）。 

(2) 受託者は，本業務と本事業で構築・運営する他のテーマ（分野）別ポータルサイト

及び本市の事業との連携（例えば，掲載情報のサイト間での共有・活用，相互リン

ク設定など）及び本事業を盛り上げる取組みの提案について，受託者が可能な範囲

で協力するものとする。 

4. 成果品 

4.1 完了検査 

受託者は，契約期間内に全作業工程を完了した時点で，委託者の定める委託完了届を

提出し委託者の検査を受けること｡ 

4.2 成果納品 

受託者は，本業務の成果品について，委託者の検査を受けるものとし，検査完了後に

納品すること。 

4.3 成果品の帰属・著作権等 

成果品の帰属，著作権等については，別に定める場合を除き，以下のとおりとする。 

(1) 受託者は，委託の目的物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１

号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には，当該著作物に

係る受託者の著作権(著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいい，第

２７条及び第２８条に定める権利を含む。)を当該目的物の引渡し時に委託者に無償

で譲渡するものとする。 

(2) 受託者は，委託の目的物が著作物に該当する場合において，委託者並びに委託者か

ら正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し著作者

人格権(公表権，氏名表示権，同一性保持権)を行使しない。 
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(3) 受託者は，委託の目的物が著作物に該当するしないにかかわらず，委託者が承諾し

た場合には，当該委託の目的物を使用又は複製し，また，「2.7 秘密の保持(1)」の規

定にかかわらず当該委託の目的物の内容を公表することができる。 

(4) 委託者は，受託者が委託の目的物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法

第１０条第１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース

（著作権法第１２条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）について，受託

者が承諾した場合には，別に定めるところにより，当該プログラム及びデータベー

スを利用することができる。 

(5) 受託者は，委託の目的物が，著作権，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他

日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権，パブリシティ権

その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益を侵害するものでないこ

とを保証する。 

(6) 委託の目的物に対し，第三者からの権利の主張，損害賠償請求等が生じたときは，

受託者の責任と負担によりこれを処理解決するとともに，委託者に損害が生じた場

合にはその損害を賠償しなければならない。 

4.4 成果品の契約不適合責任 

(1) 納品の後，成果品に「契約不適合」が発見された場合は，委託者の指示に従い必要

な処理を受託者の負担において行うこと。 

(2) 成果品の納品後２年を保証期間とし，保証期間内に品質基準を満たしていないこと

が判明した場合は，委託者の指示に基づき受託者の責任と負担において関連する項

目を再検査し，不良個所を修正すること。 

4.5 報告書等の作成 

受託者は，会議内容等のまとめ，各業務の管理表等，各業務の報告書，本業務におい

て作成したデータ等を，委託者の指示に基づき「4.6 提出成果品及び提出期限」で記述

した単位及び形式で提出すること。 

4.6 提出成果品及び提出期限 

提出成果品及び提出期限は次のとおりとする。なお，本業務終了時には，既に提出済

みの成果品を含めたすべての成果品（掲載コンテンツ及びコンテンツデータを除く。）に

ついて表紙・目次・インデックス・ページ番号等を付した冊子にまとめて，電子データ

とともに納品すること。 

・ 提出期限：令和９年３月３１日 

・ 提出数量：冊子１部，電子データ１部（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒに収録すること） 

【サイト企画・運営管理業務】 

提出成果品 提出期限 

業務開始時会議のまとめ（報告書#1） 業務開始時会議の終了後３開庁日以内 
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（年次） 

企画・コンテンツ作成会議のまとめ

（報告書#1）（月次・臨時） 

企画・コンテンツ作成会議（定例会議・臨時会議）

の終了後３開庁日以内 

業務実施計画書 契約締結後速やかに 

事業評価報告書（報告書#2） 令和９年３月３１日 

【サイト企画・コンテンツ作成業務】 

提出成果品 提出期限 

情報収集管理表（管理表#1）（随時） 企画・運営会議（定例会議）の開催時（注３） 

取材結果報告書（報告書#3）（随時） 取材後速やかに 

【コンテンツ維持業務】 

提出成果品 提出期限 

コンテンツ管理表（管理表#2） 

（随時） 

企画・コンテンツ作成会議（定例会議）の開催時

（注３） 

ＥＳＤリレーコラム執筆者管理表 

（管理表#3）（随時） 

企画・コンテンツ作成会議（定例会議）の開催時

（注３） 

掲載コンテンツ（随時）（注１） コンテンツ公開予定日２開庁日前 

コンテンツデータ（随時）（注２） 令和９年３月３１日 

委託者から依頼したものについてはその都度 

【追加説明事項】 

注１ 掲載コンテンツは，コンテンツを構成する文書，画像等の委託者指定の形式での

委託者への提出をもって納品したものとみなす。なお，著作権，特許権，実用新

案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利

益及び肖像権，パブリシティ権その他法的保護に値するとされている第三者の権

利・利益は，この時点で委託者に移転するものとる。 

注２ 本業務で作成又は取得した映像，画像及び音楽等（公開されなかったものを含む。）

のデータが格納された電子媒体（１部，ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒに収録するこ

と）を納品すること。 

なお，画像データについては本サイトに公開したデータファイルと Adobe 社

Illustrator 及び Adobe 社 PhotoShop により作成した Adobe 社 IllustratorCS6

又は Adobe 社 PhotoShopCS6 で編集可能な形式のデータファイル（ＰＮＧ，ＪＰ

ＥＧ，ＧＩＦ形式等のサイトで閲覧可能なファイルに変換する前のデータ）も納

品すること。 

注３ 定例会議が開催されない月は，委託者が別途指示する期限（当該月の中旬を目途）

までに電子メールで提出すること。 

4.7 成果品の納品方法 
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掲載コンテンツ，コンテンツ素材を除く成果品の納品方法は，次のとおりとする。 

(1) 規格・数量・期限等 

提出する成果品は，原則として日本産業規格Ａ列４番（一部Ａ列３番可）にて作

成すること。提出部数は各１部とする。 

また，成果品の電子データをＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに保存し提出することとし，

特に指定のない場合は容易に複写できるよう「Microsoft Office2019」で利用可能

な保存形式によって１部提出すること。電子媒体の保存にあたっては，わかりやす

いよう分類等でフォルダを構成して保存し，すべてのデータがどのように保存され

ているかわかるよう一覧表を作成し添付すること。 

本業務の成果品は，決められた期日までに納品すること。定めのない場合は，令

和９年３月３１日までに納品すること。また，成果品の受渡しは，委託者の事務所

で行う。その運搬費用は受託者が負担するものとする。 

(2) ウイルスチェック 

電子媒体によるデータ納品については，すべて最新のパターンファイルを適用し

たウイルス対策ソフトにより検査したうえで納品すること。納品物がウイルスに感

染していることにより，委託者又は第三者が損害を受けた場合は，すべて受託者の

責任と負担により，信頼回復，原状回復，その他賠償等について対応すること。 

5. 添付書類 

本仕様書の添付書類は以下のとおりであり，本業務の実施にあたり，必ずその内容を

確認するとともに，記載内容を十分理解したうえで業務を実施すること。 

(1) 別添１：「仕様明細書」 

(2) 別添２：「情報収集イメージ」 

(3) 別添３：「ＥＳＤリレーコラムの掲載業務について」 

(4) 別添４：「岡山市公式ウェブサイトアクセシビリティガイドライン」 

(5) 別添５：「おかやまＳＤＧｓ・ＥＳＤなびへの投稿と掲載に関する規約」 


